
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案 

参
照
条
文 

 

○ 

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
二
号
）
（
抄
） 
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○ 
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
二
号
）
（
抄
） 

（
法
第
二
条
第
二
項
の
住
宅
団
地
の
規
模
） 

第
一
条 
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め 

る
規
模
は
、
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
（
以
下
「
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
定
め
る
移
転
し
よ
う
と
す
る
住
居 

の
数
に
応
じ
五
戸
を
下
ら
な
い
範
囲
内
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
戸
数
の
住
宅
を
集
団
的
に
建
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
模
と
す
る
。 

 

（
国
の
補
助
） 

第
二
条 

国
は
、
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
に
基
づ
い
て
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
、
当
該
集
団
移 

転
促
進
事
業
に
要
す
る
法
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
四
分
の
三
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
経
費
の
範
囲
及 

び
そ
の
算
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。 

 

（
法
第
七
条
第
三
号
の
公
共
施
設
） 

第
三
条 

法
第
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
公
共
施
設
は
、
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
住
宅
団
地
（
以
下
「
住
宅
団
地
」
と
い
う
。
）
に
係
る
道
路
、
飲 

用
水
供
給
施
設
、
集
会
施
設
、
広
場
、
排
水
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
公
共
施
設
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
転
促
進
区
域
内
に
お
け
る
こ 

れ
ら
の
施
設
の
設
置
状
況
及
び
住
宅
団
地
の
規
模
を
勘
案
し
て
必
要
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
法
第
七
条
第
五
号
の
施
設
の
整
備
） 

第
四
条 

法
第
七
条
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
住
宅
団
地
内
に
お
け
る
共
同
作
業
所
、
共
同
加
工
所
又
は
共
同
倉
庫
の
設
置
と
す
る
。 

 

（
国
の
普
通
財
産
の
譲
与
等
） 

第
五
条 

国
は
、
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
に
基
づ
い
て
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
お
い
て
普
通
財
産
を 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
で
当
該
計
画
に
係
る
も
の
の
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
て
、
同
表
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
普
通
財
産 

を
無
償
又
は
時
価
よ
り
低
い
価
額
で
譲
渡
し
、
又
は
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
お
け
る
当
該
施
設
の
運
用
が
営
利
を
目
的
と
し 

、
又
は
利
益
を
あ
げ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。 
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○ 

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
特
定
都
市
河
川
浸
水
被 

害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
（
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る 

日
か
ら
施
行
す
る
部
分
に
限
る
。
）
後
の
条
文
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
移
転
促
進
区
域
」
と
は
、
前
条
に
規
定
す
る
災
害
が
発
生
し
た
地
域
又
は
災
害
危
険
区
域
等
の
う
ち
、
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を 

災
害
か
ら
保
護
す
る
た
め
住
居
の
集
団
的
移
転
を
促
進
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
集
団
移
転
促
進
事
業
」
と
は
、
こ
の
法
律
に
よ
つ
て
地
方
公
共
団
体
が
住
宅
の
用
に
供
す
る
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
一
団
の
土
地
（
以
下 

「
住
宅
団
地
」
と
い
う
。
）
を
整
備
し
て
移
転
促
進
区
域
内
に
あ
る
住
居
の
集
団
的
移
転
を
促
進
す
る
た
め
に
行
な
う
事
業
を
い
う
。 

（
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
の
策
定
等
） 

第
三
条 

市
町
村
は
、
集
団
移
転
促
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
集
団
移
転
促
進
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
」
と
い
う
。 

）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 
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一 

移
転
促
進
区
域 

二 
移
転
促
進
区
域
内
に
あ
る
住
居
の
数
及
び
移
転
し
よ
う
と
す
る
住
居
の
数
並
び
に
住
居
を
移
転
し
よ
う
と
す
る
住
民
（
以
下
「
移
転
者
」
と
い
う
。
）
の
数
及
び
当 

該
移
転
者
の
属
す
る
世
帯
の
数 

三 

住
宅
団
地
（
集
団
移
転
促
進
事
業
に
関
連
し
て
移
転
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
施
設
で
あ
つ
て
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
、
児
童
、
生
徒
そ
の
他
の
迅
速
な
避
難 

の
確
保
を
図
る
た
め
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
が
利
用
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
用
に
供
す
る
土
地
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

の
整
備
又
は
住
宅
団
地
に
お
け
る
住
宅
の
整
備
に
関
す
る
事
項 

四 

（
略
） 

五 

住
宅
団
地
に
係
る
道
路
、
飲
用
水
供
給
施
設
、
集
会
施
設
そ
の
他
の
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項 

六
～
十 

（
略
） 

３
～
８ 

（
略
） 

 

（
国
の
補
助
） 

第
八
条 

国
は
、
集
団
移
転
促
進
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ 

四
分
の
三
を
下
ら
な
い
割
合
に
よ
り
そ
の
一
部
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

住
宅
団
地
の
用
地
の
取
得
及
び
造
成
に
要
す
る
経
費
（
当
該
取
得
及
び
造
成
後
に
譲
渡
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

二 

移
転
者
の
住
宅
団
地
に
お
け
る
住
宅
の
建
設
若
し
く
は
購
入
又
は
住
宅
用
地
の
購
入
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費 

三 

住
宅
団
地
に
係
る
道
路
、
飲
用
水
供
給
施
設
、
集
会
施
設
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
公
共
施
設
の
整
備
に
要
す
る
経
費 

四 

移
転
促
進
区
域
内
の
農
地
等
の
買
取
り
に
要
す
る
経
費 

五 

移
転
者
の
住
居
の
移
転
に
関
連
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
農
林
水
産
業
に
係
る
生
産
基
盤
の
整
備
及
び
そ
の
近
代
化
の
た
め
の
施
設
の
整
備
で
政
令
で
定
め
る
も
の 

に
要
す
る
経
費 

六 

移
転
者
の
住
居
の
移
転
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費 


